
 

船舶インシデント調査報告書 

令和７年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和６年７月２６日 ２１時００分ごろ 

発生場所 島根県松江市嫁
よめ

ケ
が

島北東方沖（宍道
し ん じ

湖東端部） 

 稲荷上三等三角点から真方位３１２°７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.６′ 東経１３３°０３.０′） 

インシデントの概要  旅客船リバービュー号２は、東進中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和６年８月１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 リバービュー号２、１９トン 

 ２４３－１６０５０島根、個人所有 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・水象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：平穏  

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、旅客１２人を乗せ、１９時００分

ごろ、宍道湖を視察する目的で、法定灯火を表示して、島根県松江港

遊覧船乗り場付近の岸壁から出航した。 

 本船は、大橋川の中央付近を西進し、宍道湖大橋を通過して宍道湖

東端に至り、宍道湖東部の航路（以下「本件航路」という。）を示す

浮標を右に見て南西進し、航路を出航した後に西進して、嫁ケ島北西

方沖で錨泊を開始した。 

 本件航路の標識として、赤灯を備えた浮標（東からＳ-４、Ｓ-６、

Ｓ-８（以下「本件浮標」という。）、Ｓ-１０、Ｓ-１２）が設置され

ており、浮標Ｓ-４の東方に緑灯を備えた浮標Ｓ-３があった。 

 それぞれの灯質は、４秒１閃光であったが、浮標Ｓ-１０は、仮灯

で、本事故当時、消灯していた。 

 船長は、視察が終了したので、往路と同じコースで帰航することと

した。 



 

 船長は、船首部の操船区画で操船に当たり、旅客１人は船長の隣で

操船に関する話等を、また、旅客１１人は操船区画後方の旅客区画で

打合せ等を行っていた。（図２参照） 

 

 

 

 

図２ 上甲板配置 

 

船長は、浮標Ｓ-１２を左に見て本船を東進させた後、本件浮標を

見付けることができず、目視で本件浮標を探していた。 

本船は、東進を続け、船長が船首方に認めた赤色の灯火を本件浮標

と思い、同灯火に向けて航行を続けたところ、嫁ケ島北東方沖の浅所

に座洲した。 

船長は、本船を前後進させて浅所から離れようとしたが動かなかっ

たので、本船の状態等を調査した後、警察に本インシデントの発生を

通報した。 

船長及び旅客１２人は、船長が手配した船舶で、本インシデント発

生場所付近の湖岸に移送され、本船は、後日浅所から引き下ろされて

自力で帰航した。 

本船の喫水は、船首が約０.７０ｍ、船尾が約１.７５ｍであった。 

本インシデント発生場所付近に流れはなかった。 

本船のＧＰＳプロッターには、本件航路を過去に航行した際の航跡

が表示されていたが、本インシデント時、同画面が縮小表示であった

ので、船長は、本船が過去の航跡から外れているのを確認するのが難

しい状態であった。 

船長は、ＧＰＳプロッターの画面を拡大表示として、ふだん
．．．

のよう

に船位を確認していれば良かったと、本インシデント後に思った。 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 操船コンソール及びＧＰＳプロッター 

 

船長は、平成１３年から宍道湖で旅客船を運航しており、多い年

で、年１００回程度運航していた。 

操船区画 旅客区画 

操船コンソール 



 

船長は、ふだん
．．．

から水深２ｍより浅い水域には接近しないよう気を

付けていた。 

船長は、本インシデント発生時、疲れていたので、判断力や視力が

落ちて本件浮標を見付けることが難しかったのではないかと本インシ

デント後に思った。 

船長が本件浮標と思った赤色の灯火は、延
はえ

縄が設置されていること

を示す灯火であった。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

分析  本船は、東進中、船長が、船首方に見えた赤色の灯火を本件浮標と

思い、ＧＰＳプロッターで船位を確認しなかったことから、浅所に座

洲したものと考えられる。 

船長は、疲れていたことから、判断力が低下する等して、船首方に

見えた赤色の灯火を本件浮標と思った可能性があるものと考えられ

る。 

船長は、ＧＰＳプロッターの表示を縮小表示にしていたことから、

自船の位置を正確に確認できない状況であったと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、東進中、船長が、船首方に見え

た赤色の灯火を本件浮標と思い、ＧＰＳプロッターで船位を確認しな

かったため、浅所に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航路の浮標等を視認できない場合、無理に浮標等を探し

ながら航行を続けることなく、ＧＰＳプロッター等で船位を確認

して、航路内を航行すること。 

・船長は、疲労を感じた場合、無理に出航しないこと。 

 



 

付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

 

松江港遊覧船のりば 
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宍道湖大橋 
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本件浮標 
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インシデント発生場所 

（令和６年７月２６日 

 ２１時００分ごろ発生） 
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